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今後の金ケ崎町における生涯教育のあり方について（答申） 

令和６年２月２６日付、金生教第５３０号で諮問のありましたこのことについて、金ケ

崎町生涯教育審議会において審議を致しました。 

 昭和５４年６月２５日に宣言した当時の理念や時代背景、その後の生涯教育を取り巻く

環境の変化等から、概ね１０年程度の将来を展望し、今後の金ケ崎町における生涯教育の

あり方について検討しましたので、別紙のとおり答申します。 

なお、本答申は令和８年度を初年度とする次期教育振興基本計画への反映を想定してい

ますが、早期に対応が求められる事項等については、次期教育振興基本計画を待たずに取

り組まれることを期待します。 
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今後の金ケ崎町における生涯教育のあり方について（答申） 

 

１ 生涯教育に対する理解の促進 

   生涯学習が学習者の視点での考え方であるのに対し生涯教育が教育を提供する側の

考え方であること、生涯教育の町宣言文に掲げる５つの文化的活動により達成したい

３つの願いがあることを改めて広く周知し、理解を深めていく必要があります。 

≪具体的な取組（例）≫ 

➢ホームページ、広報誌等を活用した分かりやすい解説による町民への周知 

➢社会教育関係団体等を対象とした学習会、意見交換会の開催 

 

２ 生涯教育の担い手を確保する環境の整備 

  〇社会の変化により生涯教育の担い手が減少しており、町内の様々な人的資源を活用

し、生涯教育を提供する環境を確保することが求められます。 

〇複雑化する課題を解決するため、様々な分野の団体、事業者など新たな生涯教育の

担い手を発掘し、つなぎ合わせるコーディネート機能や機会を設けることが求められ、

その拠点として中央・地区生涯教育センターが機能する必要があります。 

≪具体的な取組（例）≫ 

➢中央・地区生涯教育センターを利用する団体の活動情報の提供、利用団体間

の定期的な意見交換会等の開催 

➢中央・地区生涯教育センター職員のコーディネーターとしての人材育成 

➢学習環境の変化に対応した生涯教育の推進体制や生涯教育施設の見直し 

 

 ３ 個人の学習から生涯教育を提供する側につなげる仕組みの検討 

   学習は一人ひとりが芸術や文化、スポーツなどの文化的活動に触れることから始ま

り、一人でやってみる、皆とやってみる、そして学習を支援する側に回るという展開

が望ましい姿です。 

また、学習する側と学習を提供する側の両面を併せ持つことが、学習の成果につな

がっていくという考え方のもと、学習支援を進める必要があります。 

 

別 紙 



≪具体的な取組（例）≫ 

➢町内の活動団体や町内の人材を講師とした講座開催 

➢新たな活動団体の設立支援 

 

 ４ 環境に左右されない学習機会の確保 

  〇家庭環境や経済状況、心身の障がいの有無等による体験機会の差を改善するため、

関係機関や地域等が連携し学習支援に努める必要があります。 

  〇町民の生活範囲は１次生活圏の枠組みを超えた活動が一般的になっており、各種団

体や行政は１次生活圏毎の事業にこだわらず、より広域的な範囲を対象とした事業を

企画するなど、従来の枠組みを越えた学習機会の確保に努める必要があります。 

≪具体的な取組（例）≫ 

➢小学校、中学校、学童保育等との連携による学習機会の確保 

➢多様性に配慮した学習機会や学習環境の確保 

➢企業等と連携した保護者対象の事業実施の検討 

 

  ５ 安全・安心な暮らしを維持するための地域づくりの推進 

    現在では１次生活圏に求められる機能や役割が大きく変化しているほか、新たな

生活課題の発生や災害の激甚化などの課題が発生しており、改めて隣近所から自治

会の範囲を中心に災害時に助け合いができる互助の関係性が重要です。 

    暮らしの中での共同作業の減少、多様化する価値観の尊重など、地域における関

係性が変化している中で、日常的に顔の見える関係性やお互い様の関係性をつくり、

誰ひとり取り残さない地域づくりを進めることが出来るよう、改めて時代にあった

つながりづくりの機会の確保に努める必要があります。    

≪具体的な取組（例）≫ 

➢新たな生活課題に対応するため自治会等への支援事業の見直し 

➢生活環境が大きく変わる中での１次生活圏の役割、機能の見直し 

 

 


